
 

 

検討資料                      全国連 

 「個別カルテ」の問題点 

Ⅰ 「個別カルテ」であることの問題 

問題点１ カルテは医療の場で使われているもの 教育の場には適さない 

  カルテは、医師の診療記録であり、患者の病状・処置・経過などを記録しておく診療簿である。

医師法により，５年間の保存が義務づけられている。そんなカルテをなぜ教育の場に持ち込むのか。

文科省は敢えて『カルテ』という名称を使って、教育の分野に「正常」「異常」の概念を持ち込み、

医療を主とした適切な支援を整備しようとしている。そして適切な支援の推進のために、障害のある

子ども達を普通学級から分離して、特別支援教育の構築を図ろうとするものである。 

 

問題点２「個別カルテ」は障害を医学モデルとし、障害者権利条約・差別解消法の理念の社会モデル

に反している 

障害者権利条約や差別解消法における障害のとらえ方は、障害は本人の問題ではなく社会が作り出

しているという「社会モデル」の考え方である。これまで、障害は病気や外傷等から生じる個人の問

題とした「医学モデル」として捉えられてきた。医学モデルによる「個別カルテ」での適切な支援は、

障害の克服に向けた訓練や治療が考えられている。社会的障壁の除去を差別解消の基本方針とする障

害者差別解消法に反するものとなる。 

 

問題点３ 「個別カルテ」は、障害者の生き方すべてを支配・管理するものとなる 

「個別カルテ」は、学校だけの問題ではない。「地方公共団体における一元的な体制の整備として、

教育・福祉・医療・労働分野の連携」の形を取りながら、生まれてから死ぬまでの障害者の生き方す

べてを支配・管理しようとするものである。そして障害者としての特別枠のなかに誘導し、地域の学

校で学びたい・地域の中で暮らしたいとする芽を摘むものとなる。また「提言」のいう各地の先進的

な取り組み事例を見ても、本人不在・障害者の人権を無視したものとなっている。 

 

 

Ⅱ「個別カルテ」から読み取れる分離・別学体制の問題 

 

問題点４ どの子も能力や障害によって個別化・分断化する国の管理の対象となる 

  「提言」によると、教育再生の目標は「全ての子供たちの能力を伸ばし可能性を開花させる」と

している。伸ばしたい能力とは、 従来の工業中心の時代から情報・知識が成長を支える時代に入

り、科学技術の発展・急速なグローバル化の中で企業経営のリーダー・イノベーションを創出する

人材に求められる能力である。 

そして現状は 能力を伸ばしきれない子どもがいる。その子どもとは〈障害のある子ども〉〈不

登校の子ども〉〈学力が未定着の子ども〉〈特に優れた能力のある子ども〉〈日本語が十分でない

外国人の子ども〉 〈貧困家庭の子ども〉である。 

だから これらの子ども達の能力伸ばすために、特性に応じた適切な配慮や支援を充実する。適

切な支援とは、適応教室や特例校の設置であり、特別な教育課程の編成として補充・発展学習や習

熟度別少人数指導である。まさに適切な支援とは、国の意図に沿っての活躍を強いるための支援な

のだ。 

そしてそのために、障害のある子ども達だけではない。全ての子ども達が能力により分けられる

ことになる。学校に競争主義や成果主義が強化され、子ども達はさらに追い詰められていくことに
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なる。 

問題点５ どの子も「適切な支援」につなげるために個別に支援シートがつくられる 

 「提言」によると、問題の早期発見早期対応のために個別の支援シートを作成や活用が求められて 

いる。支援シートにより、進級・進学・就労時 そして福祉・医療などとの連携・引き継ぎに活用で

き 

るとしている。 障害や不登校・家庭の経済状態などが記入され、しかも学校を卒業してからもこの

デ 

ータが引き継がれていくのである。子ども達にレッテルをはり、その情報が本人の知らないところで 

使われることになる。個人情報から見ても非常に危険なものとなる。 

そして」【スクリーニング(選別)→ カルテ・支援シート→ 相談機関→ 特別な支援（通級・適応教

室・特例校）】という全ての子どもたちを分断化するシステムが作られてしまう。 

 

問題点６ インクルーシブ教育システムの構築が進められると、普通学級からの排除が強まっていく。 

権利条約の基本理念は、障害のある子もない子も共に学ぶインクルーシブ教育である。しかし文科

省はインクルーシブ教育の意味を歪曲して、障害のある子とない子を分ける特別支援教育を推進して

いる。「提言」では、権利条約の締結を踏まえ、インクルーシブ教育システムの構築が重要になると

しているが、これは特別支援教育の強化である。文科省の資料によると、義務教育段階の子ども達の

数は減少しているのに、特別支援教育対象の子どもは増加している。これは、障害のある子が増えて

いるのでなく、インクルーシブ教育システムにより障害のある子を増やしているからである。 

障害のある子の増加は、乳幼児健康診査８１才６か月健診 ３才時健診）のおける障害の早期発見・

早期対応にある。 「提言」では、就学時健診や学校在学時の健診の見直しもして、子ども達をスク

リーニン（ふるい分け）する機能を強化させるとしている。早期対応とは、早く特別支援教育の対象

とし「適切な支援」を受けさせ、普通学級から排除していくことである。 

 

問題７ 子ども達とのかかわりの中で障害や問題をとらえず、「適切な支援」を望む傾向が強まる 

 子ども達と日常関わる保育士や教職員たちには、子どもの今いる学びの場で障害や問題に対処する

ことが求められるものである。しかし早期発見・早期対応の方針は、子どもと真摯に向き合うことな

く、「特別な支援」を求める傾向が生じる。どの学級にも障害のある子や不登校、学力の未定着そし

て貧困家庭の問題など多くの問題を抱えている子どもはいる。一学級の子どもの数を少なくしたり、

教員を増員したりすることが先決ではないのだろうか。合理的配慮をもっと推し進めることが必要な

のではないだろうか。学校の多忙化が叫ばれる中、この状況のままでは、教職員たちが問題を受け止

めず、いわゆる「トカゲのしっぽ切り」「モグラたたき」に走ることが予想される。世界の流れであ

るインクルーシブ教育と逆行であろう。 

      

Ⅲ「個別カルテ」の提言をした教育再生実行会議 の問題 

  

問題８ 教育再生とは、教育の場に競争主義と評価主義が強化されることになる 

 教育再生の観点として３つ挙げられている。  

１つめは、教職員の在り方が提言されている。教職員に対する上意下達の管理強化と研修の徹底で

ある。教育長をはじめ校長・教員・事務職員等も含めすべての学校内職員が指定された内容の研修を

受けることになる。 

２つめは学制の在り方を挙げている。義務教育学校の複線化である。これからは小学校・中学校 

他に不登校の子の学校、特に優れた子の小・中一貫校や 中・高一貫校などを想定している。 

３つめは教育内容の国家統制・教育行政の中央集権化である。すでに教科書検定では、教科書の内

容がチェックされ、教職員が自由に選んでいた教科書も制限されてきている。教育委員会も首長の権



 

 

限が強まるなどもう着手されている。 

競争主義と評価主義の中に、教職員たちも子どもたちにも追い込まれていく。教育再生とはこうし

た背景の中で「すべての子供たちの能力を伸ばし可能性を開花させる教育」なのである。 

問題９ 提言内容は すでにモデル地域・特区・モデル事業・推進事業などで施行されている 

 教育再生のむけての施策は、これから入ってくるものではないということである。義務教育学校 中

等教育学校そして不登校学校も特区として設立されてきた。「個別カルテ」と同様な支援シートが 

使われている地域もある。いつの間にかこうした生活に慣れてしまっている。教育の危機は、じわじ

わと忍び寄ってきている。 

 

 

次期学習指導要領改訂に関する今後のスケジュール（予定） 

○前回改訂時のスケジュールを踏まえた場合、

告示を行った後、幼稚園は周知を経て予定。

小・中・高等学校は、周知、教科書の作成及び

検定・採択等を経て、小学校は 32年度から、

中学は 33年度から全面実施、高校は 34年度か

ら年次進行により実施予定 

○平成 28年 

・教育課程部会又は教育課程企画特別部会にお

ける議論を踏まえて、審議のまとめ 

○平成28年度内    

中央教育審議会として答申           

2016/8/24  山梨日々新聞 

○平成30年度から実施予定 

                                     

 

2016/5/16     

朝日新聞                   

2016/8/24  

山梨日々新

聞 


